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 特集：たばこ規制枠組み条約に基づいたたばこ対策の推進 
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抄録
　「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」第 8条では，受動喫煙を防止するためには屋内を
100％完全禁煙とすることが必要であり，わが国で行われている喫煙室（専用の排気装置の有無にか
かわらず）や空気清浄機による対策は不適切であることが述べられている．世界保健機関（WHO）が
行ったモニタリング（MPOWER2015）では，2014年時点で49カ国が一般の職場だけでなくレストラ
ンやバーなどのサービス産業を含めて屋内を全面禁煙とする法律を施行しており，そのような国では
国民の病気が減ったこと，サービス産業に経済的なマイナスは発生しなかったことが報告されている．
　2010年以降，わが国でも公共的施設や職場の受動喫煙防止対策を強化する動きが見られているが，
全面禁煙以外の措置も選択肢として残されているため，官公庁や医療施設，教育施設の全面禁煙も完
全ではなく，レストランや居酒屋などのサービス産業の禁煙化は大幅に遅れている．今後，サービス
産業で働く労働者を受動喫煙の曝露から保護する観点からの議論とサービス産業を禁煙化しても経済
的なマイナスは発生しないことを啓発し，わが国でも屋内を全面禁煙とする法律の施行を求めていか
ねばならない．
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Abstract
　Article 8 of the Framework Convention on Tobacco Control explains that approaches other than 100% 
smoke-free environments, including ventilation, air filtration, and the use of designated smoking areas 
(whether with separate ventilation systems or not), have repeatedly been shown to be ineffective. Article 
8 calls for parties, including the hospitality industry, to implement a total ban in order to protect non-
smokers from second-hand smoke (SHS). The World Health Organization MPOWER 2015 report 
showed that 49 countries had already implemented a total ban by 2014 and that smoking related diseases 
rapidly decreased in those countries with no economic losses to the hospitality industry.
　The Japanese government has begun strengthening restrictions on SHS in public spaces and 
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I. はじめに
　
　「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約
（FCTC）」 第 8条「Protection from exposure to tobacco 
smoke（たばこの煙にさらされることからの保護）」に
より，second-hand smoke（受動喫煙）を完全に防止す
ることが求められている [1]．2011年，第 8条を含む 8
つの条項の「実施のためのガイドライン」が発表された．
受動喫煙防止について規定された第 8条実施のためのガ
イドラインは和訳され，厚生労働省のホームページに公
表されているので参照して欲しい [2]．

II. 「第 8 条の実施のためのガイドライン」と
各国の実施状況

　「受動喫煙」を指す言葉として “second-hand smoke 
（SHS）”，または，“environmental tobacco smoke（ETS：
環境タバコ煙）”，“other people’s smoke（他者の煙）” の
使用を推奨しており，これまで使われてきた “passive 
smoking” と “involuntary exposure to tobacco smoke 
（不随意喫煙）” は避けるべきであると説明している．そ
の理由として，たばこ産業が “voluntary（自発的）” に
曝露されることは許容すべきである，と用いる事例が発
生するから，と述べられている．
　1990年代までの科学論文では，受動喫煙を意味する言
葉としてはETSが一般的であった．第 8条のガイドライ
ンの冒頭でもSHSとETSの 2つの言葉の使用が推奨され
ている．しかし，ETSには「自然発生的な煙」という
ニュートラルな印象を持たせるためにたばこ産業が好ん
で使用する言葉であるため，2000年代以降，まず，メ
ディアが「好ましくない中古の煙」という意味を込めて
SHSを使い始めた．その後，科学論文でもSHSが一般的
に使用されるようになり，第 8条のガイドラインでも
SHSが使用されている．
　第 8条のガイドラインでは，「原則 1」として，受動
喫煙には他の化学物質のように曝露が許容される閾値が
存在しないこと，受動喫煙を防止するためには屋内を
100％完全禁煙とすることが必要であることが明確に述
べられている．それ以外の手段，つまり，喫煙室の設置
（一般空調と独立した排気システムの有無にかかわらず）
や空気清浄機などの工学的な手段では受動喫煙を防止で

きないことも明記してある．
　完全禁煙とすべき「公共の場」は，「一般市民が立ち
入ることが出来るすべての場所」と定義され，その場所
の所有権や立ち入り許可の有無には関わらない，として
いる（筆者注：メンバーシップが必要なクラブやラウン
ジも含む）．さらに，禁煙とすべき「屋内」と「周りを
囲われた場所」は，できる限り広く捉えるべきであるこ
と，喫煙を容認する屋内以外の場所のリストは作るべき
でないことが述べられている．たとえ屋外であっても一
方向，もしくは，二方向以上が屋根で覆われ，壁，面で
囲われている場所は「周りを囲われた場所」として認識
すべきこと，しかも，それらの素材にかかわらず，また，
常設ではなく一時的な設置であったとしても禁煙化する
べき場所である，と述べられている（筆者注：一時的に
置かれたレストランやイベントのパラソルのついたテラ
ス席を想定していると思われる）．
　第 8条のガイドライン第 1の目的は，SHSを防止する
ためにすでに達成されているベストプラクティス，つま
り，法律によりすべての屋内空間を完全に禁煙とするこ
とをすべての締約国が達成するように支援することであ
る．第 2の目的は，そのような屋内禁煙法を達成するた
めの重要な要素を明らかにすることである，と述べられ
ている．
　2004年，アイルランドが世界で初めて，国法として一
般職場や公共交通機関だけでなく，レストランやバー
（居酒屋）まで全面禁煙とした．その後，ニュージーラ
ンド（2004年），ウルグアイ（2006年），イギリス（2007
年），トルコ（2009年）などで同様の屋内全面禁煙法が
施行された [3]．
　FCTCは，各国政府に対して条約発効から 5年以内，
つまり，2010年 2月27日までに法律により屋内を全
面禁煙とすることを求め，実施状況のモニタリング
を定期的に行いMPOWERとして公表している [4]．
MPOWER2015の第 8条に関するモニタリングでは，
2014年時点で 8領域（①医療施設，②大学以外の教育施
設，③大学，④官公庁，⑤一般の職場，⑥食事を主とす
るレストラン，⑦飲物を主とするカフェ，パブ，バー
（居酒屋），⑧公共交通機関）のすべてが法律で全面禁煙
となっている国を濃い色で示すとともに（図 1），国民
所得で 3分類して集計している（図 2）．2014年までに，
高所得国だけでなく中～低所得国を含む49ヵ国，13億人，

workplaces. These restrictions present smoke-free buildings as the best countermeasure, but still allow 
implementation of designated smoking rooms/sections. Therefore, countermeasures against SHS in the 
hospitality industry are far behind other countries. It is necessary to discuss the countermeasures 
required to protect workers in the hospitality industry. In addition, scientists should disseminate 
information revealing that the national comprehensive smoking ban has not affected the hospitality 
industry.

keywords: second-hand smoke, tobacco related disease, total ban, entertainment industry, jurisdiction
(accepted for publication, 3rd September 2015)
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総人口の18％が屋内完全禁煙法により受動喫煙から保護
されている（2015年 1月から韓国も禁煙化）．官公庁や
医療機関，教育機関でさえ全面禁煙ではない日本は，高
所得国の最も遅れたカテゴリーに分類されている．

比較的早期に屋内全面禁煙法を実施した国では，レ
ストラン等の屋外部分（パティオ，テラス席）では
喫煙を容認している場合が多い．しかし，2015年 1
月に同法を実施した韓国では店舗の屋外部分での喫
煙も禁止された．図 3は2015年 6月に撮影したソウ
ルの焼き肉店の屋外席である．店舗が占有する範囲
（点線の左側）は，屋根で覆われていないが禁煙で
あり，喫煙者は食事を中座して歩道に出て喫煙して
いた（図中⬇）．風が写真の右から左に吹いている
日には多少の受動喫煙は発生したとしても，先行国
よりも厳しい内容になっている．

　第 8条のガイドラインでは，「職場」は「業務として
立ち入る場所」と定義され，いわゆる執務空間だけでな
く，廊下，エレベーター，階段の吹き抜け，車両等，す
べて全面禁煙とすべきことが述べられている．多くの人
が全面禁煙化の例外と考えがちな刑務所や精神科の施設，
老人ホーム等の居住空間も，そこを職場として働く労働
者（看守，医療職，介護職など）を受動喫煙から保護す
るために全面禁煙化されねばならないことも詳細に述べ
ている．
　第 8条のガイドラインでは，移動する空間であるタク
シーなどの「公共交通機関（営利を目的として一般市民
の移動に用いられる）」の乗り物も全面禁煙とされねば
ならない，とされている．

タクシーを禁煙とすべき乗り物として挙げられてい
るのは，喫煙対策が遅れているわが国でも乗り合い
バス，一般鉄道はすでに全面禁煙化されているため
と思われる．しかし，わが国では公共交通機関の全
面禁煙化を規定する法律がないため，タクシーでさ
え100％禁煙化されていない．JRの在来線特急は全
面禁煙化されたが，寝台列車（サンライズ瀬戸・出
雲，カシオペア）に喫煙車両が残っている．東京以
北の新幹線は完全禁煙であるが，2015年 8月時点で
東海道・山陽新幹線の700系「ひかり」「こだま」，
近鉄特急には喫煙車両が運行されており，高濃度の
受動喫煙に従業員と乗客が曝露されている．また，
東海・山陽新幹線と山陽・九州新幹線の500系と
N700系には喫煙室があり，受動喫煙の原因となっ
ている．図 4はN700系新幹線の喫煙室内，デッキ，
客席でたばこの燃焼により発生する微小粒子状物質
（PM2.5）を測定した結果である．喫煙室から漏れ
るたばこ煙により受動喫煙が発生していることが確
認された．また，喫煙室内のPM2.5は1000ng/m3に
達しており，喫煙者の毛髪や衣服，気道粘膜に付着
したPM2.5から発生するガス状物質によるthird-
hand smoke（三次喫煙，残留たばこ成分）の原因
にもなっている．

図 ₁ 　₂₀₁₄年までに屋内全面禁煙法を実施した₄₉ヵ国

包括的な屋内全面禁煙法を実施：アルバニア，アルゼンチン，
オーストラリア，バルバドス，ブータン，ブルネイ，ブルガ
リア，ブルキナファソ，カナダ，チャド，チリ＊，コロンビア，
コンゴ，コスタリカ，エクアドル，ギリシャ，グアテマラ，
ホンジュラス，イラン，アイルランド，ジャマイカ＊，レバノ
ン，リビア，マダガスカル＊，マルタ，マーシャル諸島，モン
ゴル，ナミビア，ナウル，ネパール，ニュージーランド，パ
キスタン，パナマ，パプアニューギニア，ペルー，ロシア＊，
サウジアラビア，セーシェル，スペイン，スリナム＊，タイ，
トリニダードトバコ，トルコ，トルクメニスタン，イギリス，
ウルグアイ，ベネズエラ，ヨルダン川西岸地区，ガザ地区　

　　　　　　＊： 2012年12月31日以降に実施した国

図 ₂ 　国民所得別の屋内全面禁煙法の実施状況

図 ₃ 　₂₀₁₅年に韓国で実施された屋内禁煙法
テラス席も禁煙となり，喫煙者（⇩）は食事を中座して敷地
外の歩道へ
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III. 受動喫煙の有害性
　
₁ ．米国保健省公衆衛生総監報告の結論
　第 8条で示されたように，屋内と屋内に準ずる空間が
全面禁煙化されてきたのは，受動喫煙でも健康障害が発
生することが明らかになってきたからである．その過程
を米国保健省公衆衛生総監の報告書で振り返る．
　1986年の米国公衆衛生総監報告の受動喫煙による健康
影響に関する結論として以下の 3点が強調された [5]．

1）受動喫煙は，健康な非喫煙者に肺がんなどの疾
病をもたらす

2）喫煙する両親の子どもは，喫煙しない両親の子
どもよりも，呼吸器の感染症を起こす頻度が多
く，呼吸器症状を増加させ，呼吸機能の発達が
若干阻害される

3）同じ空間を喫煙区域と禁煙区域に分けることは，
受動喫煙の曝露濃度を多少減少させることがで
きても，受動喫煙をなくすことはできない

　2006年の米国公衆衛生総監報告では，受動喫煙に起因す
る健康影響に関する結論として以下の 6点が示された [6]．

1）受動喫煙は非喫煙者（成人と小児）の早世と疾
患の原因となる

2）乳幼児突然死症候群，急性呼吸器症状，耳鼻科
疾患，重症化する喘息は受動喫煙と明らかな因
果関係がある．両親の喫煙は呼吸器症状の原因
となり，かつ，小児の肺の発達障害の原因となる．

3）受動喫煙の曝露は成人の心血管系疾患と肺癌に
ついて，直ちに悪影響を及ぼす．

4）受動喫煙の曝露に安全なレベル（閾値）は存在
しない

5）アメリカでは喫煙対策が進んだにも関わらず，
数百万人の非喫煙者（成人，小児）が家庭や職
場で受動喫煙に曝露されている

6）受動喫煙を完全に防止するためには屋内を完全
禁煙とするしかない．喫煙する空間を分けるこ
と，空気清浄や強制換気を用いた空間分煙では
受動喫煙を防止することはできない．

　主要な結論の一つ，受動喫煙の曝露により肺癌リスク
が20～30％増加することについてのメタアナリシスの一
覧を表 1に示す．同様のメタアナリシスが冠動脈疾患，
乳児突然死症候群，乳がん，小児の耳鼻科疾患について
も行われているが本稿では割愛する．
　さらに，2014年の米国公衆衛生総監報告「喫煙による
健康影響： 50年間の進歩」の結論として以下の10点が
示された [7]．

1） 1世紀にわたるタバコの流行は，1964年の米国
公衆衛生総監報告以降も2000万人の早世の原因
となり，本来，予防できたはずの公衆衛生上の
悲劇をもたらした

2）タバコ産業がもたらしたタバコ疫病は，現在も
続いている．そのために，タバコ産業は，喫煙
の被害を計画的に過小評価させることで国民を
ミスリードする，という積極的な戦略をおこ
なってきた

3）1964年の報告後，喫煙はほぼすべてのがんの原
因であること，健康状態を悪化させること，胎
児に悪影響があることが判明した．50年後の現
在，これまで喫煙とは無関係と思われていた疾
病（糖尿病，関節リウマチ，大腸癌など）も喫
煙と関連することが明らかとなりつつある

4）受動喫煙が非喫煙者の発がん，呼吸器疾患，心
疾患の原因となること，および，乳幼児や小児
の健康に悪影響を及ぼすことが明らかとなった

5）過去50年で女性の喫煙者が急増した結果，喫煙
による女性の現在の被害（肺がん，COPD，心
疾患）は男性と同程度に増加した

6）喫煙は，多くの疾患の原因になるだけでなく，
全身の炎症，免疫機能の障害などの悪影響が発
生することが分かった

7）1964年以降，アメリカ国民の喫煙率は減少した
が，人種や教育レベル，社会経済的要因（貧困）
により，喫煙率の不均衡（喫煙率が高い集団）
が残っている

8）1964年以降，包括的な喫煙対策が取られたこと
でタバコの使用が大幅に減少した．さらに強力
な喫煙対策を継続することで，より大きな効果
が期待される

9）たばこ，その他のたばこ製品の使用が，早世と
疾病として米国社会にもたらした負担は莫大な

図 ₄ 　N₇₀₀系新幹線の喫煙室内，デッキ，客席の微小粒子状
物質（PM₂.₅）濃度
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ものである．たばことたばこ製品を消滅させる
ことで，社会的な負担は急速に減少する

10）喫煙と健康への悪影響に関する50年間の本報告
は，タバコの消費量を減らし，喫煙関連疾患と
早世を予防するための公衆衛生活動に重大で科
学的な根拠を提供してきた

₂ ．国際がん研究機関の結論
　2004年，WHOの研究組織である国際がん研究機関
（International Agency for Research Organization: IARC）
のモノグラフ第83巻「Tobacco smoke and involuntary 
smoke」では，アンモニア，カドミウム，ニトロサミン，
ヒ素，ベンゾ［a］ピレン，ホルムアルデヒド，ポロニ
ウム-210など64種類の発がん性物質の一覧表が示され，
能動喫煙だけでなく受動喫煙も「ヒトに対する発がん性
がある物質（Group 1）」として分類されている [8]．

IV. わが国における受動喫煙防止対策

₁ ．公共的施設における受動喫煙防止対策
　1995年 3月，公衆衛生審議会が取りまとめた「たばこ
行動計画」では，①防煙，②分煙，③禁煙支援の 3つの

柱が提言され [9]，1996年 3月，「公共の場所における
分煙のあり方検討会報告書」を公表している [10]．2000
年 4月から開始した「21世紀における国民健康づくり運
動（健康日本21）」における，たばこ分野の 4つの目標
の中に「公共の場及び職場での分煙の徹底及び効果の高
い分煙に関する知識の普及」が掲げられた [11]．厚生省
（当時）から「分煙効果判定基準策定検討会報告書」が
提出され，公共的施設における受動喫煙防止対策として
喫煙室を作成する場合には，「非喫煙場所から喫煙場所
方向に一定の空気の流れ（0.2m/s以上）」を設定するこ
とが示された [12]．
　2003年，健康寿命の延伸を目的とした健康増進法が施
行された [13]．第25条には「学校，体育館，病院，劇場，
観覧場，集会場，展示場，百貨店，事務所，官公庁施設，
飲食店，その他の多数の者が利用する施設を管理する者
は，これらを利用する者について，受動喫煙を防止する
ために必要な措置を講ずるように努めなければならな
い」とされ，全国の郵便局や銀行の窓口，関東の私鉄が
全面禁煙となるなど，一定の効果が得られた．

₂ ．職場における受動喫煙防止対策
　受動喫煙に対する社会的な関心の高まりにより，1996

表 ₁ 　受動喫煙による肺癌のメタアナリシス結果の一覧
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年，労働省（当時）により「職場における喫煙対策のた
めのガイドライン」として禁煙タイムを設ける「時間分
煙」，および，喫煙コーナー・喫煙室の設置による「空
間分煙」が紹介された [14]．しかし，禁煙タイムや開放
式の喫煙コーナーでは受動喫煙の防止の効果は得られな
いことから，2003年，「職場における喫煙対策のための
新ガイドライン」では，屋内で喫煙する場合は部屋とし
て隔離した上で排気装置により陰圧とし，出入口で
0.2m/sの空気の流れを確保した「一定の要件を満たす
喫煙室」が厚生労働省として推奨された [15]．
　公共的施設と職場に喫煙室を設置する際に設定された
条件として示された非喫煙場所から喫煙室に流れる空気
の流れの基準として示された0.2m/sは，有機溶剤を使
用する際の囲い式フードの制御風速の半分を目安に，喫
煙者の出入りがない状態で，かつ，喫煙室内の空調を止
めた状態で，「煙が漏れない」風速をスモークテスター
で視認して得られた値である．実際に，「一定の要件を
満たす喫煙室」を設置したところ，後述するようにドア
の開閉，喫煙者の退出，肺に貯留したたばこ煙，空調や
空気清浄機の排気が原因となり受動喫煙を防止できない
ことが判明した．

₃ ．わが国における屋内全面禁煙化の検討
　「一定の要件を満たす喫煙室」では受動喫煙を防止で
きないこと，また，諸外国では全面禁煙化が進められて
いることから，わが国でも2009年以降，複数の分野で屋
内の全面禁煙化を第 1選択とする対策が検討されてきた．
同時進行で，お互いの内容を引用しながら検討している
ため，公表された順番に記載する．
（ 1）公共的施設：厚生労働省健康局総務課生活習慣病

対策室
　第 8条で求められていた受動喫煙防止法の期限の直前，
2010年 2月25日に健康局長通知として発出された「受動
喫煙防止対策について」（健発0225第 2号）では，FCTC
を引用して「受動喫煙が死亡，疾病及び障害を引き起こ
すことは科学的に明らかである」との認識に立った上で
「多数の者が利用する公共的な空間については，原則と
して全面禁煙であるべきである」「少なくとも官公庁と
医療施設は全面禁煙とすることが望ましい」と述べられ
た [16]．また，当時の健康局長は「受動喫煙は『他者危
害』である」とも述べている [17]．この通知を契機に道
府県庁など多くの地方自治体で喫煙室が廃止されて建物
内全面禁煙が導入された [18]．さらに，2012年10月29日，
重ねて「受動喫煙防止対策の徹底について」（健発1029
第 5号）が発せられた [19]．
（ 2）職域：厚生労働省労働基準局安全衛生部環境改善室
　2009年 7月より検討が重ねられてきた「職場における
受動喫煙防止対策に関する検討会報告書」が2010年 5月
26日に取りまとめられ公表された [20]．厚生労働省が
2007年に実施した労働者健康状況調査をもとに，「喫煙
対策に取り組んでいる事業所の割合は増加していること，

特に，事業所全体を禁煙にしている割合は18.4％（2007
年）に増加した」ことが述べられている．しかし，その
一方で，「全面禁煙又は喫煙室を設けそれ以外を禁煙と
する，いずれの対策も講じていない事業所は全体で
53.6％」であり，多くの労働者が受動喫煙に曝露されて
いる実態から，「今後の職場における受動喫煙防止対策
の具体的な措置」として，「一般の事務所，工場等にお
ける措置は，全面禁煙又は空間分煙とすることが必要で
ある」と述べた．
　「職場における喫煙対策のための新ガイドライン」か
らの改善は，事務室だけでなく工場も対策の対象となっ
たこと，および，2007年に施行された労働契約法に基づ
く安全配慮義務の観点から，労働者の健康障害防止に着
目した対策として全面禁煙が強調された点である．しか
し，「一定の要件を満たす喫煙室」も有効な対策とされ
ていること，および，飲食店等のサービス産業では「顧
客が喫煙するため，全面禁煙の措置が困難」と述べ，
「サービス産業の労働者の受動喫煙の曝露を完全に防ぐ
ことはできない」とした点が課題であった．
（ 3）日本産業衛生学会
　2010年 5月26日の総会において，「許容濃度等の勧告」
を改定し，「タバコ煙」を人体に対して明らかな発がん
物質である第 1群に追加収載した [21]．
（ 4）閣議決定「新成長戦略」
　2010年 6月18日，民主党政権で閣議決定された「新成
長戦略」では，2020年までの政策目標として「受動喫煙
の無い職場の実現」が掲げられた [22]．
（ 5）労働安全衛生法の改正案（受動喫煙防止対策の義

務化）
　2010年12月22日，労働政策審議会が「今後の職場にお
ける安全衛生対策について（建議）」（労審発1222第597号）
を厚生労働大臣に提出し [23]，翌2011年12月 2日の閣
議決定で，安全配慮義務の観点から労働安全衛生法の一
部を改正し，職場の受動喫煙防止対策を義務化する法律
案が第179回国会に提出された．しかし，2012年11月16
日の衆議院解散により廃案となった．
（ 6）受動喫煙防止対策助成金制度
　2010年12月の建議に基づく形で，2011年10月 1日より，
「顧客が喫煙できることをサービスに含めて提供してい
る旅館，料理店又は飲食店を営む中小企業に対し，喫煙
室の設置等の取組に対し助成することにより受動喫煙防
止対策を推進することを目的」とする助成金制度が始
まった．2012年度までの助成率は設置費用の 4分の 1
（上限額は200万円）であったが，2013年 5月16日からは
サービス産業以外の中小企業にも適用が拡大され，かつ，
助成率が 2分の 1に引き上げられた（上限額は200万円） 
[24]．2014年度以降も同様である．
（ 7）がん対策推進基本計画の変更：がん対策推進協議会
　2012年 6月 8日に閣議決定された「がん対策推進基本
計画」の変更により，政府として初めて成人喫煙率に関
する数値目標を「2010年の成人喫煙率19.5％を2022年ま
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でに12％に減少」と設定すると共に，受動喫煙曝露の機
会についても表 2に示す数値目標が設定された [25]．
（ 8）健康日本21（第二次） 
　2012年 7月10日，厚生労働大臣告示として発表された
「健康日本21（第二次）」でも表 2に示す数値目標が同様
に掲げられた [26]．
（ 9）労働安全衛生法の一部改正（受動喫煙防止対策の

努力義務化）
　2013年12月24日，再び，労働政策審議会から「今後の
労働安全衛生対策について（建議）」（労審発第715号）
として厚生労働大臣に対して，「平成22（2010）年の建
議に基づく労働安全衛生法の一部を改正する法律案を踏
まえつつ，一部の事業場での取組が遅れている中で全面
禁煙や空間分煙を事業者の義務とした場合，国が実施し
ている現行の支援策がなくなり，その結果かえって取組
が進まなくなるおそれがあるとの意見が出されたことに
も十分に留意し，また，建議後に受動喫煙防止対策に取
り組んでいる事業場が増加していることも勘案し，法案
の内容を検討することが適当である」という内容で提出
された [27]．
　この建議を受けて，2014年 3月13日，厚生労働省より
「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」が第186回国
会に提出され，受動喫煙防止対策を事業者の努力義務と
すること，喫煙室作成の助成金制度を含む法律が 6月25
日に公布され，2015年 6月 1日に施行された [28]．施行
に先立つ2015年 5月15日，厚生労働省労働基準局安全衛
生部長より「労働安全衛生法の一部を改正する法律に基
づく職場の受動喫煙防止対策について」が発出され，
「屋外喫煙所の設置（屋内全面禁煙），喫煙室の設置（空
間分煙）」とすることが示された [29]．第 8条のガイド
ラインで求められている屋内全面禁煙以外に空間分煙が
併記されていること，サービス産業を想定して「喫煙可
能区域を設定した上で当該区域における適切な換気の実

施（換気措置）」を含む内容となっている点が問題である．

V. わが国の受動喫煙防止対策の問題点

　厚生労働省が推奨する出入口で0.2m/sの空気の流れ
を確保した「一定の要件を満たす喫煙室」を実際に設置
してみると周囲がタバコ臭い，つまり，タバコ煙の漏れ
が防止できないことが分かってきた．「一定の要件を満
たす喫煙室」では漏れを防止できない 5つの原因は，以
下の通りである．

₁ ．ドアのフイゴ作用によるガラリ（給気口）からの漏れ
　タバコ煙を強制排気するためには，排気風量と同じ体
積の空気（メークアップ・エア）の供給が必要であり，
そのために，ガラリと呼ばれるスリット状の空気取入口
が設置される．ドアが開閉される度に，このガラリから
空気とともにタバコ煙が押し出される現象を観察した時
の全景を図 5左に示す．ドアが閉まっていれば陰圧で空
気はガラリから吸い込まれるが，ドアが開いて喫煙室内
に押し込まれる際にフイゴ作用で瞬間陽圧となるため，
出入口と別の場所にあるガラリからタバコ煙を含む空気
が押し出された（図 6）．その時の浮遊粉じんの測定結
果を図 7に示す．ドアのフイゴ作用で大量に押し出され
るタバコ煙により，スパイク状に上昇することがドアの
開閉の度に観察された．
　2015年の労働安全衛生法の改正に伴う安全衛生部長通
達では，ドアのフイゴ作用で喫煙室内のタバコ煙が押し
出されないようにガラリの内側に図 8のような短冊状の
紙をダンパー（弁）としてつけることが推奨されている 
[29]．しかし，このようなタバコ煙の漏れの防止対策を
実施した喫煙室でも（図 9），漏れの防止は出来なかっ
たことを喫煙室の内外の微小粒子状物質（PM2.5）濃度
の測定で示す（図10）[30]．

表 ₂ 　わが国の喫煙対策に関する政策目標

行政機関（2008年）16.9%
医療機関（2011年）13.3%

（2009年）
　　職場　　　↓

（2011年）
家庭　　（2010年）10.7%
飲食店　（2010年）50.1%

5.0%（2010年）

項目 現状 目標

成人の喫煙率の減少
　禁煙希望者（37.6％）がやめる

19.5％（2010年）
男：32.2％、女：8.4％ 12%（2022年度）

未成年者の喫煙をなくす

中学1年
　男子　1.6％（2010年）
　女子　0.9％（2010年）
高校3年
　男子　8.6％（2010年）
　女子　3.8％（2010年）

すべて　0％
（2022年度）

0%（2014年）

受動喫煙の曝露の減少

妊娠中の喫煙をなくす

0%（2022年度）
0%（2022年度）

  3%（2022年度）
15%（2022年度）

64%
↓
44%

受動喫煙の無い
職場の実現
（2020年）
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図 ₅ 　廊下の一角にパネルで作られた喫煙室
（左：喫煙室全景と押し込み式のドア，右：出入口と反対側のガラリの外側に設置された粉じん計）

図 ₆ 　フイゴ作用で押し出されるタバコ煙（左：ドア閉，右：ドア開）

図 ₇ 　フイゴ作用によるガラリからのタバコ煙の漏れ
　スパイク状の上昇を数えればドアの開閉回数がカウントできるほど漏れが発生していた

喫
煙
室
内
に
押
し
込
ま
れ
た
ド
ア

図 8 　安全衛生部長通達で示されたガラリ（給気口）のダンパーのイメージ図
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図 ₉ - ₂ 　ガラリの内側にダンパーとして設置された短冊状の紙の動き
換気扇で発生した陰圧により持ち上げられメークアップ・エアが流入し，ドアを喫煙室側に開くと陰圧が弱くなりダンパーは閉じる

図 ₉ - ₁ 　ドアの両側にガラリがある喫煙室の外観

図₁₀　ダンパーのあるガラリから廊下へのたばこ煙の漏れ
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　このようなフイゴ作用のないスライド式のドアは高額
であり，また，ドアを設置しない開放式の出入口にした
場合には排気風量の増強が必要である．排気を強化する
ことは，冷暖房された空気を大量に排気することによる
電気代の損失が発生するため，節電の観点から推奨出来
ない．

₂ ．フイゴ作用による喫煙室の隙間からの漏れ
　玄関ホールの一角をパネルで仕切って換気扇をつけた
喫煙室の天井とパネルの境界部分（図11左），および，
天井のスプリンクラー（図11右）の近接写真である．ヤ
ニが天井に均一に付着せずにムラがあるのは，換気扇で
陰圧が発生するため天井とパネルやスプリンクラーの間
のわずかな隙間から空気が入ってくるためである．ドア
のフイゴ作用で陽圧になった際，この隙間からパネルの
外の廊下や天井裏にタバコ煙が押し出されることになる．
喫煙室の周囲が微妙にタバコ臭い原因の一つである．

₃ ．喫煙者の退出に伴う漏れ
　図12は「一定の要件を満たす喫煙室」から退出する喫
煙者のうしろにできる空気の渦に巻き込まれて持ち出さ
れるたばこ煙を平面レーザーで描出した様子である [31]．
喫煙室の出入口に設定される風速（0.2m/s）よりも歩
行速度（0.5～0.7m/s）の方が速いため，このような現
象が発生する．部長通達ではその対策として，前室を設
けることやインバーターを装着した排気装置，もしくは，
補助換気扇を設置して人感センサーと連動させ退出時に

発生するたばこ煙の漏れ対策をすることを推奨している
が，その有効性については示されていない．

₄ ．肺内に貯留したたばこ煙による受動喫煙
　図13は喫煙終了後

4 4 4 4 4

の呼気に含まれるたばこ煙を平面
レーザーで描出した様子である．喫煙室から退出した喫
煙者の肺に充満したたばこ煙が，禁煙区域で吐出される
ことで受動喫煙が発生する．この現象による受動喫煙を
防止するためには，喫煙終了後，数分間は喫煙室から退
出を禁止すること，屋外で喫煙した場合であっても数分
間は屋内に戻らないことをルールとする必要がある．
　ここで示した 2つの現象は，筆者のホームページに静
止画と動画で公開しているので参照して欲しい [31]．

VI. 受動喫煙対策に関する今後のわが国の課題

₁ ．一般職場の受動喫煙
　2012年，厚生労働省が実施した労働者健康状況調査で
受動喫煙防止対策の実施状況が表 3のように示された．
「敷地内を含めた事業所全体が禁煙」は13.4％，「建物内
全体を禁煙とし，屋外のみ喫煙可」は37.9％であり，合
計51.3％の事業場では適切な受動喫煙防止対策がとられ
ていたが，受動喫煙防止対策としては不適切な「開放式
の喫煙コーナー」が20.2％，「禁煙タイム」が1.5％，取
り組んでいないが18.2％あり，約 4割の職場で受動喫煙
の曝露があることが報告された．また，枠組条約で不適
切とされた「喫煙室」が23.7％の事業所にある，という

図₁₃　喫煙後の肺から吐出され続けるたばこ煙

図₁₁　天井とパネル（左），スプリンクラー（右）の隙間から空気が流入するために発生したヤニの着色ムラ

図₁₂　喫煙室から退出する身体のうしろの空気の渦に
巻き込まれたたばこ煙　　　　　　　　
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ことも明らかとなった [32]．
　2013年度に厚生労働省が実施した国民健康・栄養調査
の結果を図14に示す．過去 1か月間に受動喫煙の曝露を
受けた者の割合は全体として減少しつつあるが，「飲食
店」，「遊技場」，「職場」で曝露される者が 3割を超えて
おり，依然高い状況にあることが示されている [33]．

VII. サービス産業における受動喫煙

₁ ．わが国のサービス産業の受動喫煙曝露の実態
　喫煙が行われている居酒屋でタバコの燃焼によって発
生する微小粒子状物質（PM2.5）濃度を測定した結果を
示す．大気中のPM2.5の基準値（24時間平均）は35ng/
m 3とされているが，ほぼ満席の居酒屋のPM2.5濃度は
250ng/m 3を超えていた（図15）．利用客は 2時間ほど

表 ₃ 　受動喫煙防止対策の取組の有無及び取組内容別事業所割合（報告書の一部を転載）

図₁₄　受動喫煙の曝露を受ける場所とその割合（₂₀歳以上，現在喫煙者を除く）

図₁₅　満席の居酒屋の微小粒子状物質（PM₂.₅）濃度
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の滞在で済むが，このような場所を職場として働く従業
員は毎日数時間の職業的な受動喫煙に曝露されることに
なる [34]．

₂ ．諸外国のサービス産業を含む屋内禁煙化
　前述したように，諸外国では法律によりサービス産業
を含めて屋内全面禁煙化が進んでいる．そのような国・
州では，喫煙関連疾患の入院数が減少したこと，かつ，
禁煙化が一般の職場だけでなくレストラン，バー（居酒
屋）を含み，禁煙化の範囲が広いほど喫煙関連疾患の入
院数の減少度合いが大きかったことがメタアナリシスで
示された（図16）[35]．
　屋内が全面禁煙になったことにより，
①　非喫煙者の受動喫煙が解消されたこと，
②　禁煙を実行する人が増えたこと，
③　禁煙しなかった人でも喫煙本数が減少したこと，の

効果であると考えられる．
　屋内に喫煙室の設置を一切認めない法律を施行した国
がある一方で，イタリアやフランスのように喫煙室の設
置を容認している国もある．しかし，イタリアでは喫煙
室の設置に以下の条件がつけられているため[36]，実際
に喫煙室を設置する施設はほぼゼロである．
①　天井に届く壁によって四方の境界を画されていること，
②　通常閉じており，自動で閉鎖するドアのある入口が

設置されていること，
③　上記の規定に合致する適切な標識が掲示されている

こと，
④　非喫煙者が通行を余儀なくされる空間にあたらない

こと，
⑤　喫煙室の強制排気量は収容人数 1人当たり毎秒30

リットルであること，
⑥　喫煙室は周囲の区画と比較して 5パスカルよりも陰

圧に維持すること，
⑦　飲食店の場合，営業面積の半分を超えてはならない

こと，
⑧　喫煙室から発生する空気は再循環しないこと，など．

₃ ．わが国のサービス産業を含む屋内禁煙化の規制
　2010年 4月，官公庁などの公的な施設だけでなく，不
特定多数の者が使用するサービス産業も対象とし，罰則
規定のある「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止
条例」が施行された [37]．しかし，飲食店等のサービス
産業からの「営業収入が減少する恐れがある」という反
対により，全面禁煙以外にも一定の要件を満たす喫煙
室・喫煙区域の設置を容認し，また，小規模事業場は努
力義務に留まった点で第 8条ガイドラインを満たしてい
ない．その後，2012年には兵庫県でも罰則のある条例が
施行されたが [38]，やはり，飲食店等の強い反対意見
によりサービス産業には喫煙室・喫煙区域の設置を容認
し，小規模店舗は喫煙を容認した内容となっている [39]．
2009年に京都府でも条例化の検討が始まったが [40]，同
様に，たばこ産業やサービス産業のロビー活動により
「憲章」にとどまった [41]．2012年に大阪府で検討され
た条例案も最終的に取り下げとなった [42]．さらに，
2014年には山形県でもサービス産業も対象とした条例化
が検討されたが「宣言」となった [43]．

₄ ．サービス産業の禁煙化と営業収入
　すでに飲食店等のサービス産業を含めて屋内を全面禁
煙とする法律を施行した国では，施行前後の営業収入の
変化を分析した論文が多数報告されている．86論文を分
析したWHO IARCの報告書では「サービス産業を全面禁
煙化する立法措置は，収入に影響しなかった」と結論さ
れている [44]．さらに，論文著者とたばこ産業との係わ
りで86論文を再分類したところ，たばこ産業とかかわり
のない著者の66論文は63論文が「収入に影響なかった」
という結論であったが，たばこ産業に所属する著者や助
成金を受けた著者の15論文では14論文が「減収あり」で
あった（その他， 5論文はたばこ産業とのかかわりが不
明）．2009年，日本公衆衛生学会から発せられた「たば
このない社会の実現に向けた行動宣言」の基本方針 3で
は，「本学会の会員は，たばこ産業及びその関連機関と
の共同研究，及び同産業等から研究費等の助成を受けた

図₁₆　屋内を法律で全面禁煙化した国・州における入院数の減少
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研究を行わない」とされている．今後，すべての学会が
たばこ産業とかかわりのある著者の論文は受理しないこ
とを含めて検討していくことが必要である [45]．
　なお，わが国の 2つの受動喫煙防止条例には除外規定
があるため，同様の調査を行うことができないが，愛知
県で自主的に全面禁煙とした飲食店の営業収入の全店舗
聞き取り調査では，95％で「変化なし」であった [46]．
また，自主的に店舗の全席禁煙化を行った某ファミリー
レストランでは，全席禁煙化を実施した52店舗の営業収
入は，壁で喫煙席を隔離した17店舗や従来通りの禁煙区
域・禁煙区域のみの82店舗よりも良好であった [47]．非
喫煙者が人口の 8割を超えたわが国でも，飲食店の禁煙
化は営業収入に影響しないと考えられる．
　今後，わが国でサービス産業の全面禁煙化を進めるに
は，喫煙する利用者の利便性ではなく，そこで毎日長時
間働く従業員の健康を守るという観点からの議論，そし
て，経営上のマイナスにはならないという情報提供が必
要である．

VIII. オリンピック開催と立法措置による屋内禁
煙化

　2020年に東京オリンピック・パラリンピックの開催が
決定された．国際オリンピック委員会（IOC）は，1988
年のカルガリー大会以降，オリンピックでの禁煙方針を
採択し，会場内外の禁煙化とともにタバコ産業のスポン
サーシップを拒否してきた．2000年代になってからは，
屋内施設を全面禁煙とする法律・条例がある国・都市で
開催されることが慣例となっている．2008年の北京大会
は市内のレストラン等を全面禁煙とする条例を施行した
上で開催され，2012年のロンドン大会は2007年にイギリ
ス全土のレストランやパブを全面禁煙する法律が施行さ
れた後に実施された．ロシアは，2014年 2月のソチ大会
を開催するためにソチ市を先行して禁煙化し，同年 6月
からはロシア全土の屋内施設を全面禁煙としている．
2016年の大会が予定されているブラジルは，すでに法律
によって屋内施設を全面禁煙となっている．
　さらに，2010年 7月，WHOとIOCは，すべての人々
に運動とスポーツを奨励し，タバコのないオリンピック
を実現すること，子どもの肥満を予防するために「健康
的なライフスタイルに関する合意文書」に調印し，脱タ
バコの方針を強化している [48]．
　2014年 7月，日本内科学会をはじめとする20の医科・
歯科学会から都知事宛に東京オリンピック・パラリン
ピック大会までに飲食店等のサービス産業を含む屋内を
全面禁煙とする条例を施行する要望書が提出された 
[49]．一旦は，条例化にむけて前向きな姿勢を示した都
知事であったが，都議会議員からの反対を受けたことに
より，同年12月には「条例化は直ちには困難」と態度を
変化させた．2014年10月29日から2015年 5月29日にかけ
て東京都受動喫煙防止対策検討会が 6回開催され，条例

化の是非が検討され，「2018年までに条例化の検討を行
うこと」が都に対して提言された [50]．なお，最後の第
6回検討会の直前の2015年 5月29日，日本学術会議から
も「東京都受動喫煙防止条例の制定を求める緊急提言」
が都知事宛に提出されている [51]．さらに，2015年 8月
31日，禁煙推進学術ネットワークには日本外科学会も加
わり，日本医師会，日本医学会と連名で都知事，都議会，
担当大臣に東京都受動喫煙防止条例の制定について再度
の要望書を提出しており，今後の動向が注目される [52]．
　今後も屋内施設を法律で全面禁煙とする国は増え続け，
東京オリンピック・パラリンピック大会が開催される
2020年には，参加する選手団と観光客の大半がレストラ
ンだけでなくバーも禁煙の国・地域から来日することが
予測される．2020年までに，少なくとも大会に使用され
る施設だけでなく，レストランやバー・パブ（居酒屋）
を含めた屋内施設を全面禁煙とする東京都条例が最低限
必要である．オリンピック・パラリンピック大会は東京
都だけではなく複数の道県で開催されるため，選手や観
光客が東京以外の地区に移動しても受動喫煙の被害に遭
うことがないように国全体を対象とした受動喫煙防止法
の施行が求められている．

IX. おわりに

　わが国では，政府がタバコ販売を独占・推奨していた
時代があったこと，現在も日本たばこ産業の筆頭株主が
財務大臣であること，「たばこ産業の健全な発展」を目
的とする「たばこ事業法」があることから，FCTCで求
められている包括的な喫煙対策は進んでいない状況であ
る．当面，拡散すべき情報は以下の 2つである．まず，
2015年に改正された労働安全衛生法で推奨されたように
「喫煙室」の給気口（ガラリ）にダンパーを設置しても
タバコ煙の漏れは防止できない，という事実である．費
用と手間をかけた「喫煙室」を作っても受動喫煙はゼロ
にならないのであれば全面禁煙にすることを考える管理
者が増えるであろう．もう一つは，換気状況の悪いサー
ビス産業等のPM2.5の濃度は大気環境基準（24時間平均
値）の10倍に達する場合があり，そのような環境で長時
間働くオーナーと従業員の健康障害を防止する観点での
議論が必要であり，屋内が禁煙化された国では入院のリ
スクが減少しているという情報である．これらを本誌や
筆者のHPを通じて情報提供することが自主的に屋内全
面禁煙とする施設やサービス産業を増やし，多くの外国
人が訪れる2020年の東京オリンピック・パラリンピック
大会までにわが国にも屋内全面禁煙法が成立しているこ
とを期待したい．
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